
４ 区画漁業（その２） 

（１） 公示番号 別表第４のとおり 

（２） 免許の内容たるべき事項 

  ア 漁業の種類 第２種区画漁業 

  イ 漁業の名称 別表第４のとおり 

  ウ 漁業の時期 別表第４のとおり 

  エ 漁場の位置 別表第４のとおり 

  オ 漁場の区域 別表第４のとおり 

（３） 制限又は条件 

     松区第７０２号及び７０３号については、各築堤の中央部に夜間視認できる標識を

設置しなければならない 

（４） 免許予定日 平成２５年９月１日 

（５） 申請期間 平成２５年７月１日から平成２５年７月２５日まで 

（６） 地元地区 別表第４のとおり 

 

備考 存続期間  

 平成２５年９月１日から平成３５年８月３１日まで 

漁場計画図 別図第３のとおり 
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